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外国人材の受入に係る
制度の円滑な運営をサポート

公益財団法人国際人材協力機構
札幌駐在事務所長 奈良 隆 氏

●JITCOについて
公益財団法人国際人材協力機構

（JITCO：Japan International
Trainee & Skilled Worker Coo
peration Organization）は1991年の創設以来、
外国人材の受入れ支援を行う総合支援機関として、
技能実習制度および特定技能制度の円滑な運営を支
えてきました。「受入れ支援」「手続き支援」「送
出し支援」「人材育成支援」「実習生保護／在留支
援」の5つの支援を事業の柱とし、監理団体・実習
実施者・特定技能所属機関・登録支援機関・送出機
関等の皆様に対して、個別相談対応、セミナー・講
習会の開催、教材・テキストの提供など多岐にわた
る支援を行なっています。また、技能実習制度にお
ける養成講習機関として、監理責任者や技能実習責
任者等への養成講習も実施し、外国人材の受入れの
拡大と円滑化に取り組んでいます。
現在、JITCOには全国で約1,700の監理団体と

約1,300の登録支援機関に、賛助会員として登録
（兼務による重複登録あり）いただいています。

2025年3月から外国人材を初めて採用しようと
する企業等に監理団体・登録支援機関の情報提供を
行うサービス「ジツコ・ネット」を開始しました。

このサービスは、お客様情報、外国人材の就労地
域・職種、個別相談のご希望を入力いただき、
JITCOが収集した監理団体・登録支援機関情報の
データベースから、ご要望に基づき3つの団体・機
関の情報を提供し、お客様が興味を持った監理団
体・登録支援機関に直接連絡をとっていただく仕組
みとなっています。併せて、ご希望の方には、外国
人採用に関する無料個別相談を提供しています。

●技能実習制度、特定技能制度の見直しについて
技能実習制度を発展的に解消し、新たに設けられ

る育成就労制度は、外国人労働者が就労を通じて特
定技能1号の水準の技能修得を目指すことにより特
定技能との連続性を高めて移行をスムーズにし、人
手不足が深刻な分野における人材確保と育成を目的
としています。
特定技能と受入れ職種が原則一致となるほか、一

定要件のもとで転籍が認められるなど、外国人材に
とって働きやすい環境が整備されます。
企業側としては、長期的な人材育成と人材確保を
しやすくなるとともに、日本語能力に優れた人材を
確保しやすくなるなどの利点があります。

JITCOは、新制度の施行に向けて解説セミナー・
講習会を適宜開催するなど最新の情報を提供しなが
ら、引き続き外国人材の活用に関する総合的な支援
を行ってまいりますので、今後とも、JITCOの活動
に皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し
上げます。

ジツコ・ネットリーフレット



会 費；１口／年額１万円
◇特典①；機関紙「かけはし」の無料配付
◇特典②；人材情報（求職情報リスト）の無料配付
◇特典③；Sankoセミナーの賛助会員価格
◇特典④；職員の定期訪問による情報提供 等々

賛助会員企業様を訪問しています！

システム評価委員会が始動

2025年度における賛助会員企業様への訪問活動
を5月から開始しています。
今年度から総合振興局・振興局ごとの担当者を

下表のとおり変更し、心機一転で訪問活動に取り組
んでいます。
訪問にあたりましては、事前にアポイントを取ら

せていただいておりますが、ご対応につきまして
よろしくお願いいたします。
なお、雇用に関する課題等がございましたら、

担当参与に遠慮なくご相談ください。

今年度、当センターではシステム評価委員会を立
ち上げ、当事務所から多田参与が構成メンバーに選
出されました。
現行の事務系・業務系システムは長年の運用の中

で様々な課題が顕在化しており、社会情報や技術の
進展に伴い、当センター利用者の方々のニーズも多
様化していますので、長期的な視点でシステム改善
の基本方針の策定と具体的方途を検討していくこと
としています。
去る5月20日に第1回目の会議

がWeb開催されましたが、次期シ
ステム刷新のスケジュール、課題
や検討事項等を共有しました。
今後、複数年度にわたって検討

を重ねていくことになりますが、
利用者の皆さまや職員の方々に役
立つシステムとなるよう、微力な
がら尽力してまいります。

9月10日（水）、当事務所において企画した人事
労務管理セミナーを札幌時計台ビル6Ｆ会議室で開
催します。セミナー内容は、6月の国会会期末で法
案成立が予定され、来年4月に施行される見込みの
「カスタマーハラスメント、就活ハラスメント防止
義務化への対応」をテーマに、社会保険労務士の
田原咲世様に講師をお願いしています。
賛助会員企業・団体の皆さまには別途ご案内させ

ていただきますので、是非ともご参加ください。

人事労務管理セミナーのご案内

賛助会員入会のご案内！

北海道・東北ブロック所長情報交換会議

6月12・13日、宮城県仙台市において今年度第
1回目の北海道・東北ブロック所長情報交換会議が
開催され、当事務所からは阿部所長、岡野副所長が
出席しました。本年4月から東北6県のうち宮城県
と福島県は所長が交代となり、また、宮城県は副所
長も交代しましたので、顔合わせも兼ねての会議と
なりました。
1日目は今年度4月以降の業務進捗状況のほか、

認知度向上の取組や第1四半期を終えての課題と対
策等について発表・意見交換を行いました。
また、2日目は各事務

所のトピックスをはじめ、
今後の各種会議や職員研
修の日程等について協議
しました。開催地の宮城
事務所の皆さまには大変
お世話になりました。

委員会構成員；多田参与

地域

石狩

空知 大﨑参与 伊勢参与

後志 古賀参与 関田参与

胆振・日高 多田参与 牧田参与

渡島・檜山 沖口参与 一戸統括参与

上川・留萌 浜元参与 佐藤ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

宗谷 関田参与 大﨑参与

オホーツク 小森参与 古賀参与

十勝 伊勢参与 小森参与

釧路・根室 中塚参与 岡野副所長

担当参与

企業担当の参与


